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既存の医療機関の新しい診療科名への対応
【診療科名・医療機関名に関するＱ＆Ａ－

理　事　江　崎　俊　夫

「標棲診療科名の見直し」に関して岐阜市医

師会だより（平成20年3・4月号）に解説して

きましたが、平成20年5月22日、日医から「診

療科名・医療機関名に関するＱ＆Ａについて」

地Ⅰ33の通知がありました。この通知は平成

20年3月以前に開設していた医療機関（既存の

医療機関）が新しくなった標梼診療科名に対し

てどのように対応したらよいかが記載されてい

ます。なお、この通知は厚生労働省に照会がな

されているとのことです。

この通知を分かりやすく箇条書きにまとめて

みました。箇条書きの番号はＱ＆Ａの番号と同

じにしましたので、疑問があれば原文と照合し

てください。

9．既存の医療機関が新しい診療科名に変更し

た場合は、変更手続きの届出を10日以内に都

道府県知事（岐阜市は岐阜市保健所）に提出

する。

1．広告できる診療科名の数に制限はない。

2．平成20年4月から標楊できなくなった診療

科名（旧診療科名＝「胃腸科」等）を表示し

ている既存の医療機関は、看板の書き換えや

新たな広告をし射ナれば旧診療科名を変更し

なくてもよいし、変更手続きをする必要はな

い。

5．看板の】部分（診療時間の変更等）を修正

する場合は、旧診療科名を変更しなくてもよ

い。

3．医療機関のホームページは、広告でなくて

情報提供や広報にあたるので、旧診療科名を

変更しなくてもよい。

4．タウンページの広告は「更新契約」という

形であっても平成20年4月以降に新たに契約

し直す場合は旧診療科名を新しい診療科名に

変更する必要がある。それに伴って、医療機

関の看板や他の広告、診察券を変更するかど

うかば医療機関の裁量となる。しかし、平成

20年3月以前に契約した場合は、タウンペ】

ジの掲載時期が4月以降であっても、旧診療

科名を変更しなくてよい。

6．パンフレットや病院誌を発行する場合、来

院患者を対象に院内に置くだけならば、情報

提供や広報にあたるので旧診療科名を変更し

なくてもよいが、ダイレクトメールで不特定

多数に配布するならば広告にあたるので新し

い診療科名に変更する必要がある。

7．既存の医療機関の名称（例：「○○胃腸科

医院」）に、4月から榛棲できなくなった診

療科名（「胃腸科」等＝旧診療科名）が含ま

れていても、医療機関の名称を変更しなくて

もよい。しかし、新規に開業する場合や既存

の医療機関が医療機関の名称を変更する場合

は、旧診療科名を医療機関の名称に含めるこ

とはできない。

8．「医療機関の名称」の追加事項

「医療広告ガイドライン」の「患者に分かり

やすい適切な名称：身体の部位や患者の疾患

や一定の性質を有する名称」を医療機関の名

称に使用することができる。

引用原文：

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所

に関して広告し得る事項等及び広告適正化のため

の指導等に関する指針」（医療広告ガイドライン）

に関するＱ＆Ａ（事例集）

平成19年9月19日作成（平成20年3月14日】部追

加）

Ｑ5【2　今般の広告規制の緩和により、医療機関

の名称に関する規制も緩和されたのでしょうか。

Ａ5【2　平成18年に行われた医療法改正による広

告規制の緩和に伴い、広告の一種として同様の取

扱いとしています。具体的に整理すると以下のと

おりとなります。

（1）名称として使用可能な範囲。

治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイド

ライン等により広告可能とされたものについては、
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医療機関の名称としても使用可能です。

［使用可能な例］ペインクリニック、腎臓透析ク

リニック、女性クリニック

（2）引き続き名称として使用が認められないもの。

法令及びガイドライン等において広吾が禁止され

ているもの♯については、引き続き医療機関の名称

に使用できません。

＊虚偽にわたるもの

＊他の医療機関と比較して優良であることを示すも

の

＊事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認

させるもの

＊客観的事実であることを証明できない内容のもの

等

［認められない例］不老不死病院、ナンバーワン

ホスピタル、無痛治療病院

原文「診療科名・医療機関名に関するＱ＆Ａに

ついて」

Ｑｌ．診療科名は2つしか標梼できなくなるの

か。

Ａｌ．いいえ。従来通り、自由標稜制は堅持さ

れています。広告する診療科名の数に制限は

ありません。厚労省通知＊では、広告の表示

について、医師一人につき「主たる診療科

名」を原則2っ以内とし、「主たる診療科名」

を大きく表示するなど、他の診療科名と区別

して表記することが「望ましい」とされてい

るものです。なお、罰則はありません。

＊厚労省通知の原文：

平成20年3月31日「広告可能な診療科名の改正に

ついて」医改発第0331042号

第2　診療科名の広告に関する留意事項

1　医療機関が広告する診療科名の数について

医療機関が広告することができる診療科名に

ついて、従来は、医療機関が提供する医療機能

に関する情報を効果的に患者、住民等に提示

し、患者、住民等による医療機関の選択が適切

に行われるようにするという観点から、広告す

る診療科名の数は、勤務する医師の数にかかわ

らないとされていたところである。

今回の診療科名の改正においては、患者等に

よる自分の病状等に合ったより適切な医療機関

の選択を行うことを支援する観点から、医療機

関においては、当該医療機関に勤務する医師又

は歯科医師一人に対して主たる診療科名を原則

2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、

主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診

療科名と区別して表記することが望ましいもの

とする。

♯厚労省通知の原文：

平成20年4月1日「医業若しくは歯科医業又は病

院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び

広告適正化のための指導等に関する指針（医療広

告ガイドライン）」医政発第0401040号（別添）

（2）法第6条の5第1項第2号関係

ア　政令に定められた診療科名

（揖）医療機関が広告する診療科名の数につい

て

患者等による自分の病状等に合ったより適

切な医療機関の選択を行うことを支援する観

点から、医療機関においては、当該医療機関

に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主

たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名

の広告に当たっては、主たる診療科名を大き

く表示するなど、他の診療科名と区別して表

記することが望ましいものとする。

Ｑ2．新たに広告することができなくなった診

療科名を、現在届け出ている場合、直ちに新

しい診療科名への変更届を出さなければなら

ないのか。

Ａ2．いいえ。経過措置がありますので、看板

を換える場合や新たに広告するまで、変更届

を提出する必要はありません。

Ｑ3．医療機関がホームページの更新を行った

場合、「看板の書き換えや新たに広告する場

合」に該当するのか。

Ａ3．いいえ。インターネット上のホームペー

ジは、患者等が病院等の情報を得ようと自ら

アクセスするものであり、現在のところ、情

報提供や広報として扱われ、原則広彗とは見

なさないとされています。したがって、ホー

ムページの更新を行ったからといって、新た

な診療科名に変更するための行政手続をしな

ければならないということはありません。

Ｑ4．以前からタウンページに広告を載せてお

り、「更新契約」をしているが、その場合も

①新しい診療科名にしなければならないの

か。それに伴って、②看板や他の広菖、診察

券なども変更しなければならないのか。

Ａ4．

①　はい。平成20年4月以降に新たに契約する

場合は（「更新契約」という形であっても）、

新しい診療科名で行う必要があります。な
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お、平成20年4月より前に既に契約したもの

については、実際の広告掲載時期が4月以降

であっても、従来の診療科名で構いません。

②　いいえ。看板や他の広告は、それぞれ新た

に換えるまでそのままで構いません。

同じ医療機関の広告であっても、過渡的に

旧診療科名と新診療科名が混在することはあ

ります。診察券は広告には該当しませんので

修正する必要はありませんが、今あるものが

無くなった場合には、新しい診療科名に統］

していただいた方がよいと思われます。

Ｑ5．診療時間の変更など、看板の一部分を修

正する場合も、新たな診療科名に変更しなけ

ればならないのか。

Ａ5．いいえ。看板の部分修正であれば、新た

な診療科名に変更しなくても構いません。医

療機関の判断により、機会を捉えて、新しい

診療科名に変更することが望ましいと思われ

ます。

Ｑ6．新たにパンフレットや病院誌などを発行

する場合も、新たな診療科名に変更しなけれ

ばならないのか。

Ａ6．来院患者を対象として院内に置くもので

あれば広告には当たりませんので、これらを

新規に発行したからといって、新たな診療科

名に変更しなければならないということはあ

りません。

・来院患者だけでなく、ダイレクトメール等で

不特定多数に配るものであれば広吾に該当す

るため、新たな診療科名に変更するための行

政手続が必要です。

Ｑ7．医療機関名に、新たに広告することがで

きなくなった診療科名を含む場合（例えば

「○○胃腸科医院」）、今後新たに広告する場

合は、医療機関名まで変更しなければならな

いのか。

Ａ7．いいえ。医療機関名を変更する必要はあ

りません。診療科名のみ新制度に対応すれば

問題ありません。

・新たに開業する場合や、既存の医療機関でも

名称変更する場合は、旧診療科名を医療機関

名に含めることはできないものと思われま

す。

なお、治療方法、部位、診療対象者など法

令及びガイドライン等で広告可能とされたも

のについては、医療機関名としても使用可能

です。

Ｑ8．診療科名を変更する場合、医療法上届出

が必要とのことだが、具体的にどのようにす

ればよいのか。

Ａ8．医療法上、都道府県知事＊宛に医療法第

6条及び第8条に基づく開設許可等の事項の

変更の届出が必要です。この他にも、医療機

能情報提供制度にかかる変更の報吾等が必要

です。［医療法第6条及び第8条：省略］

＊診療所の場合、保健所設置市の場合は市長、

特別区の場合は区長。

Ｑ9．新たに広吾を出す場合、新たな診療科名

にしなければならないが、変更届は広告契約

時にすぐに出さなければならないのか。

Ａ9．いいえ。医療法施行令第4条では、10日

以内に都道府県知事＊に届け出なければなら

ないとされていますが、広告に伴う診療科名

の変更であれば、遅くとも広告掲載日から

10日以内までの問に届け出ればよいものと考

えます。

＊診療所の場合、保健所設置市の場合は市長、

特別区の場合は区長。

○医療法施行令（開設後の届出）

第4条の2

病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた

者は、病院、診療所又は助産所を開設したとき

は、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及

び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当

該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知

事に届け出なければならない。

2　前項の者は、同項の規定により届け出た事項

のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働

省令で定める事項に変更を生じたときは、10日

以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の

都道府県知事に届け出なければならない。

あとがき

このＱ＆Ａを一読すると、誰もが看板を書き

直さなければ新しい診療科名に変更しなくても

よいのではないかと考えると思いますが、Ｑ4
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タウンペ【ジの広告の項冒では「更新契約」に

当たり旧診療科名を新しい診療科名に変更しな

ければならないことになります。さらに医療機

関が変更すれば10日以内に行政手続きもしなけ

ればなりません。そして、タウンページの広告

を変更することにより、診察券や院内表示もし

くは看板もそのままにしておくことはできなく

なり、結局は書き換えを余儀なくなくさせられ

ます。

タウンページの広告は毎年更新していますの

で、来年には病院や内科などの多数の医療機関

は診療科名を変更することになるでしょう。こ

のように医療機関に自主的に変更させるように

仕向けて何気なく強制する手順を考えた厚生労

働省の頭の良さには感心するしかありません。

パズルの組み合わせのような新しい診療科名

を一番理解しているのは属出先の岐阜市保健所

であって、ＮＴＴ東海電話帳の営業本部の職員

では組合せた診療科名が適切かどうかの判断は

できないと思いますので、まず岐阜市保健所で

よく相談して届出を済ませてからタウンページ

の広告を変更することをお薦めします。

ついでに平成14年から広告できるようになっ

た学会が認定する「医師等の専門性に関する資

格名」を調べてみましたが、平成20年4月25日

医政総発第0425001号では、医師（＊＊専門医）

は43個、歯科医師（＊＊専門医）は4個、看護

師（＊＊認定看護師・＊＊専門看護師）は26個

になっていました。

この数年間に専門医の資格はあまりにも増え

すぎて広告の価値はあまりなくなったように思

われます。また、今年度から㈱日本内科学会の

「内科専門医」は「総合内科専門医」と名称が

改められました。後期高齢者診療料の算定医師

の名称は「かかりつけ医」でしたが、問題とな

って「担当医」になりました。将来はこの「総

合内科専門医」の名称になるような気がしま

す。

厚生労働省は患者に医療に関する情報を提供

するとの名目で、医療広告や診療科名や専門医

の名称に関与してきましたが、規定が細かくな

りすぎて選択肢が多く、医師ですら戸惑いを覚

えているのが現状ですので、患者も混乱するば

かりでないでしょうか。

また、最近厚生労働省が実施してきたこと

は、診療報酬改定を含めて医療を煩雑化するこ

とによって、ますます医者と患者との問の不信

感を強める結果になってしまっていると思うの

は私だけでしょうか。
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